
家族信託親子教室
家族信託親子教室募集中！！ （お申込みは「鹿相研」事務局へ）

民事（家族）信託で介護安心システムを実現します

家族信託（事例）

母８５歳 長男５８歳 自宅

信託契約

管理・活用の手続き

貨家活用

賃貸収入は介護
費用として受益、
安心して介護が
受けられる

母＝委託者

母＝受益者

長男＝受託者 受託財産

信託口座
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